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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持板の上に、開口部が設けられたレジストを形成する工程と、
　前記レジストの開口部を通して前記支持板に凹部を形成する工程と、
　前記支持板をめっき給電経路に利用する電解めっきにより、前記支持板の凹部及び前記
レジストの開口部に接続パッド用の金属層を形成する工程と、
　前記レジストを除去する工程と、
　前記金属層及び前記支持板をエッチングすることにより、前記金属層の外側周辺部の前
記支持板のリング状部分を他のエッチング面より高さが高い凸状段差部とする工程と、
　前記支持板の上に、前記金属層を被覆する絶縁層を形成する工程と、
　前記支持板を除去することにより、前記金属層を露出させる工程とを有することを特徴
とする配線基板の製造方法。
【請求項２】
　支持板の上に、開口部が設けられたレジストを形成する工程と、
　前記支持板をめっき給電経路に利用する電解めっきにより、前記レジストの開口部の前
記支持板の上に、犠牲金属層及び接続パッド用の金属層を順に形成して積層金属層を得る
工程と、
　前記レジストを除去する工程と、
　前記積層金属層及び前記支持板をエッチングすることにより、前記積層金属層の外側周
辺部の前記支持板のリング状部分を他のエッチング面より高さが高い凸状段差部とする工
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程と、
　前記支持板の上に、前記積層金属層を被覆する絶縁層を形成する工程と、
　前記支持板及び前記犠牲金属層を除去することにより、前記接続パッド用の金属層を露
出させる工程とを有することを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項３】
　前記レジストを除去する工程の後であって、前記支持板を除去する工程の前に、
　前記支持板の上に、前記接続パッドに接続されるｎ層（ｎは１以上の整数）の配線層を
形成する工程をさらに有することを特徴とする請求項１又は２に記載の配線基板の製造方
法。
【請求項４】
　前記支持板は銅からなり、
　前記接続パッド用の金属層は、下から順にバリア金属層と銅層とを含み、
　前記支持板を除去する工程において、前記支持板を前記バリア金属層に対して選択的に
除去することを特徴とする請求項１に記載の配線基板の製造方法。
【請求項５】
　前記支持板及び前記犠牲金属層は銅から形成され、
　前記接続パッド用の金属層は、下から順に、バリア金属層と銅層とを含み、
　前記支持板及び前記犠牲金属層を除去する工程において、前記支持板及び前記犠牲金属
層を前記バリア金属層に対して選択的に除去することを特徴とする請求項２に記載の配線
基板の製造方法。
【請求項６】
　前記支持板を除去する工程の後に、前記バリア金属層を前記銅層に対して選択的に除去
する工程を有することを特徴とする請求項４に記載の配線基板の製造方法。
【請求項７】
　前記支持板及び前記犠牲金属層を除去する工程の後に、前記バリア金属層を前記銅層に
対して選択的に除去する工程を有することを特徴とする請求項５に記載の配線基板の製造
方法。
【請求項８】
　前記バリア金属層は、金層の単層膜、銀層の単層膜、パラジウムの単層膜、ニッケル層
の単層膜、下から順に、金層／ニッケル層の積層膜、金層／パラジウム層／ニッケル層の
積層膜、金層／銀層／パラジウム層／ニッケル層の積層膜、銀層／ニッケル層の積層膜、
及び銀層／パラジウム層／ニッケル層の積層膜のいずれかから形成されることを特徴とす
る請求項４乃至６のいずれか一項に記載の配線基板の製造方法。
【請求項９】
　前記支持板に凹部を形成する工程において、
　前記支持体の凹部のサイズは、前記レジストの開口部のサイズよりも大きく形成される
ことを特徴とする請求項１に記載の配線基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記接続パッド用の金属層を形成する工程において、
　前記支持体の凹部内にバリア金属層が形成され、前記レジストの開口部内に銅層が形成
されることを特徴とする請求項１に記載の配線基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記接続パッド用の金属層を形成する工程において、
　前記支持体の凹部の深さの途中までバリア金属層が形成され、前記支持体の凹部の残り
の空間から前記レジストの開口部内に銅層が形成されることを特徴とする請求項１に記載
の配線基板の製造方法。
【請求項１２】
　前記金属層及び前記支持板をエッチングする工程は、
　粗化処理液により、前記支持体表面及び前記金属層の各表面を粗化面にすることを含む
ことを特徴とする請求項１に記載の配線基板の製造方法。
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【請求項１３】
　前記積層金属層及び前記支持板をエッチングする工程は、
　粗化処理液により、前記支持体及び前記積層金属層の各表面を粗化面にすることを含む
ことを特徴とする請求項２に記載の配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体チップなどが実装される配線基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、支持板の上に接続パッドを含む多層配線を形成し、支持板を除去して接続パッド
を露出させることにより配線基板を得る方法がある。そのような配線基板では、接続パッ
ドの表面と絶縁層の表面とが同一面となって製造されることが多い。
【０００３】
　このため、配線基板の接続パッドが狭ピッチ化されてくると、接続パッドにはんだで半
導体チップをフリップチップ接続する際に、はんだが横方向に流れて接続パッド同士が電
気ショートするおそれがある。
【０００４】
　また、配線基板の接続パッド側の面が平坦であるため、配線基板の接続パッド側の面に
設けられたフィデューシャル（基準）マークの画像認識の精度が悪く、半導体チップなど
を高精度に位置合わせして実装することが困難になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】WO２００８／００１９１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　支持板の上に接続パッドを含む配線層を形成し、支持板を除去して接続パッドを露出さ
せる配線基板の製造方法において、半導体チップを信頼性よく接続できるようにすること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　また、その開示の他の観点によれば、支持板の上に、開口部が設けられたレジストを形
成する工程と、前記レジストの開口部を通して前記支持板に凹部を形成する工程と、前記
支持板をめっき給電経路に利用する電解めっきにより、前記支持板の凹部及び前記レジス
トの開口部に接続パッド用の金属層を形成する工程と、前記レジストを除去する工程と、
前記金属層及び前記支持板をエッチングすることにより、前記金属層の外側周辺部の前記
支持板のリング状部分を他のエッチング面より高さが高い凸状段差部とする工程と、前記
支持板の上に、前記金属層を被覆する絶縁層を形成する工程と、前記支持板を除去するこ
とにより、前記金属層を露出させる工程とを有する配線基板の製造方法が提供される。
【０００９】
　さらに、その開示の他の観点によれば、支持板の上に、開口部が設けられたレジストを
形成する工程と、前記支持板をめっき給電経路に利用する電解めっきにより、前記レジス
トの開口部の前記支持板の上に、犠牲金属層及び接続パッド用の金属層を順に形成して積
層金属層を得る工程と、前記レジストを除去する工程と、前記積層金属層及び前記支持板
をエッチングすることにより、前記積層金属層の外側周辺部の前記支持板のリング状部分
を他のエッチング面より高さが高い凸状段差部とする工程と、前記支持板の上に、前記積
層金属層を被覆する絶縁層を形成する工程と、前記支持板及び前記犠牲金属層を除去する
ことにより、前記接続パッド用の金属層を露出させる工程とを有する配線基板の製造方法
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が提供される。
【発明の効果】
【００１０】
　以下の開示によれば、配線基板では、接続パッドの外側周辺部の絶縁層に凹状段差部が
形成されている。このため、配線基板の接続パッドに半導体チップをフリップチップ接続
する際に、はんだが接続パッドの周りの凹状段差部でせき止められ、隣接する接続パッド
に余分なはんだが流れて電気ショートすることが防止される。
【００１１】
　また、接続パッドの周りの絶縁層に凹状段差部が形成された構造のフィデューシャル（
基準）マークを作成できるので、フィデューシャル（基準）マークを鮮明に画像認識する
ことができる。これにより、狭ピッチの接続電極を備えた半導体チップであっても、配線
基板に高精度に位置合わせして実装することできる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１（ａ）～（ｅ）は第１実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図（その１
）である。
【図２】図２（ａ）～（ｄ）は第１実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図（その２
）である。
【図３】図３は第１実施形態の配線基板を示す断面図及び部分平面図である。
【図４】図４は図３の配線基板に半導体チップがフリップチップ接続される様子を示す断
面図（その１）である。
【図５】図５は図３の配線基板に半導体チップがフリップチップ接続される様子を示す断
面図（その２）である。
【図６】図６は図３の配線基板に半導体チップがフリップチップ接続される別の形態を示
す断面図である。
【図７】図７（ａ）～（ｄ）は第２実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図（その１
）である。
【図８】図８（ａ）～（ｄ）は第２実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図（その２
）である。
【図９】図９は第２実施形態の配線基板を示す断面図である。
【図１０】図１０は第２実施形態の別の配線基板を示す断面図である。
【図１１】図１１（ａ）～（ｄ）は第３実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図（そ
の１）である。
【図１２】図１２（ａ）及び（ｂ）は第３実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図（
その２）である。
【図１３】図１３は第３実施形態の配線基板を示す断面図である。
【図１４】図１４は第３実施形態の別の配線基板を示す断面図である。
【図１５】図１５は図１３の配線基板に半導体チップがフリップチップ接続される様子を
示す断面図（その１）である。
【図１６】図１６は図１３の配線基板に半導体チップがフリップチップ接続される様子を
示す断面図（その２）である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、実施の形態について、添付の図面を参照して説明する。
【００１４】
　（第１の実施の形態）
　図１～図２は第１実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図、図３は第１実施形態の
配線基板を示す図である。
【００１５】
　第１実施形態の配線基板の製造方法では、図１（ａ）に示すように、まず、仮基板とし
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て、銅（Ｃｕ）からなる支持板１０を用意する。支持板１０としては、金属板や金属箔が
使用され、一例として銅箔が使用される。そして、支持板１０の表面を粗化処理して凹凸
を形成することにより粗化面Ｓを得る。
【００１６】
　次いで、図１（ｂ）に示すように、支持板１０の粗化面Ｓにドライフィルムレジスト１
２を貼付し、フォトリソグラフィによりドライフィルムレジスト１２に開口部１２ａを形
成する。ドライフィルムレジスト１２に開口部１２ａは平面視して円形で形成される。
【００１７】
　このとき、ドライフィルムレジスト１２は、支持板１０の粗化面Ｓに形成されるため、
支持板１０と密着性よく形成される。なお、ドライフィルムレジスト１２の代わりに液状
レジストを使用してもよい。
【００１８】
　続いて、図１（ｃ）に示すように、ドライフィルムレジスト１２の開口部１２ａを通し
て、支持板１０をウェットエッチングすることにより凹部１０ａを形成する。支持板１０
の凹部１０ａは等方性エッチングで形成されるため、ドライフィルムレジスト１２の開口
部１２ａより大きなサイズで形成される。凹部１０ａの深さは例えば１～５μｍに設定さ
れる。
【００１９】
　次いで、図１（ｄ）に示すように、支持板１０をめっき給電経路に利用する電解めっき
により、ドライフィルムレジスト１２の開口部１２ａ内の支持板１０の凹部１０ａの上に
ニッケル（Ｎｉ）層２０ａ（バリア金属層）を形成する。
【００２０】
　図１（ｄ）の例では、ニッケル層２０ａが支持板１０の凹部１０ａの全体に充填されて
いるが、凹部１０ａの深さの途中まで形成されてもよいし、ドライフィルムレジスト１２
の開口部１２ａの深さの途中まで形成されてもよい。
【００２１】
　ニッケル層２０ａを形成する工程では、支持板１０の凹部１０ａの底面はエッチング処
理により平滑面となっているので、薄膜のニッケル層２０ａであっても凹部１０ａの底面
を十分に被覆して形成される。
【００２２】
　さらに、図１（ｅ）に示すように、同様な電解めっきによりドライフィルムレジスト１
２に開口部１２ａ内のニッケル層２０ａの上に銅層２０ｂを形成する。
【００２３】
　このようにして、支持板１０の凹部１０ａ及びドライフィルムレジスト１２の開口部１
２ａに接続パッド用の金属層を形成する。
【００２４】
　その後に、図２（ａ）に示すように、ドライフィルムレジスト１２が除去される。第１
実施形態では、ニッケル層２０ａ（バリア金属層）及び銅層２０ｂにより接続パッドＰが
形成される。接続パッドＰは第１配線層として形成される。接続パッドＰは島状に孤立し
て形成されていてもよいし、延在する引き出し配線層の一端に繋がって配置されていても
よい。
【００２５】
　次いで、図２（ｂ）に示すように、図２（ａ）の構造体にスプレー装置のノズル（不図
示）から粗化処理液を吹きかけることにより、接続パッドＰの銅層２０ｂの表面をエッチ
ングして粗化面Ｓにする。
【００２６】
　このとき同時に、支持板１０（銅）の表面もエッチングされて粗化面Ｓが維持される。
粗化処理液としては、ギ酸又は酢酸に、イミダゾール・トリアゾール・アミンなどの銅と
錯体を形成する化合物からなる添加剤が含まれたものが使用される。
【００２７】
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　そのような粗化処理液によるウェットエッチングでは、凸状の接続パッドＰの外側周辺
部Ａ（裾部）に粗化処理液が十分に供給されない傾向がある。このため、接続パッドＰの
外側周辺部Ａの支持板１０（銅）のリング状部分は、他の領域よりも粗化処理液でのエッ
チング量がかなり少なくなる。
【００２８】
　その結果、接続パッドＰの外側周辺部Ａの支持板１０（銅）のリング状部分が他のエッ
チング面１０ｘより高さが高い凸状段差部１０ｙとなる。接続パッドＰの周りに形成され
る凸状段差部１０ｙの幅Ｗは例えば２～５μｍである。また、粗化処理液による支持板１
０（銅）のエッチング量（深さ）ｄは例えば１～５μｍである。
【００２９】
　第１実施形態では、支持板１０のエッチング面１０ｘがニッケル層２０ａの下面と同一
高さに配置されるように支持板１０がエッチングされる。
【００３０】
　なお、スプレー装置を使用する方法以外に、処理槽にワークをディップ（浸漬）してウ
ェットエッチングする方式などにおいても上記と同様なエッチング結果となる。
【００３１】
　続いて、図２（ｃ）に示すように、支持板１０及び接続パッドＰの上に第１層間絶縁層
３０を形成し、第１層間絶縁層３０をレーザで加工することにより接続パッドＰに到達す
る第１ビアホールＶＨ１を形成する。第１層間絶縁層３０は、エポキシ樹脂やポリイミド
樹脂などの樹脂シートが貼付されて形成される。
【００３２】
　接続パッドＰ及び支持板１０の表面が粗化面Ｓとなっているので、第１層間絶縁層３０
はそれらの上に密着性よく形成される。
【００３３】
　あるいは、第１層間絶縁層３０として、感光性樹脂を使用し、フォトリソグラフィによ
って第１ビアホールＶＨ１を形成してもよい。また、樹脂シートを貼付する他に、液状樹
脂を塗布してもよい。
【００３４】
　さらに、第１ビアホールＶＨ１（ビア導体）を介して接続パッドＰに接続される第２配
線層２２を第１層間絶縁層３０の上に形成する。第２配線層２２は例えばセミアディティ
ブ法によって形成される。
【００３５】
　詳しく説明すると、まず、第１層間絶縁層３０上及び第１ビアホールＶＨ１の内面に無
電解めっき又はスパッタ法により銅などからなるシード層（不図示）を形成する。次いで
、第２配線層２２が配置される部分に開口部が設けられためっきレジスト（不図示）をシ
ード層の上に形成する。
【００３６】
　続いて、シード層をめっき給電経路に利用する電解めっきにより、第１ビアホールＶＨ
１内からめっきレジストの開口部に銅などからなる金属めっき層を形成する。次いで、め
っきレジストを除去した後に、金属めっき層をマスクにしてシード層をエッチングする。
これにより、シード層及び金属めっき層から第２配線層２２が形成される。
【００３７】
　さらに、同様な工程を繰り返すことにより、第２配線層２２に到達する第２ビアホール
ＶＨ２が設けられた第２層間絶縁層３２を第１層間絶縁層３０の上に形成する。続いて、
同様な工程を繰り返すことにより、第２ビアホールＶＨ２（ビア導体）を介して第２配線
層２２に接続される第３配線層２４を第２層間絶縁層３２の上に形成する。
【００３８】
　その後に、第３配線層２４の接続部上に開口部３４ａが設けられた保護絶縁層３４を形
成する。保護絶縁層３４としては、ソルダレジストなどが使用される。そして、必要に応
じて、第３配線層２４の接続部の上に、下から順にニッケル／金めっき層を形成するなど
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してコンタクト層を形成する。
【００３９】
　次いで、図２（ｄ）に示すように、支持板１０（銅）をアルカリ水溶液などのエッチャ
ントによってウェットエッチングして除去する。このとき、接続パッドＰのニッケル層２
０ａ（バリア金属層）及び第１層間絶縁層３０（樹脂）が支持板１０（銅）をエッチング
する際のエッチングストップ層として機能してエッチングがストップする。
【００４０】
　第３配線層２４の表面に銅が露出している場合は、第３配線層２４が保護シートで保護
された状態で支持板１０（銅）がエッチングされる。
【００４１】
　またこのとき、前述した図２（ｂ）の工程で得られる支持板１０の凸状段差部１０ｙが
エッチングされて除去されることにより、接続パッドＰのニッケル層２０ａの外側周縁部
の第１層間絶縁層３０に凹状段差部Ｃがリング状に繋がって形成される。以上により、第
１実施形態の配線基板１が得られる。
【００４２】
　なお、多面取りの大型の支持板１０を使用する場合は、個々の配線基板が得られるよう
に図２（ｄ）の配線部材が切断される。
【００４３】
　本実施形態では、支持板１０を銅から形成し、接続パッドＰの最下にバリア金属層とし
てニッケル層２０ａを形成することにより、支持板１０（銅）を接続パッドＰに対して選
択的に除去している。
【００４４】
　銅とニッケルとの組み合わせ以外にも、支持板１０のウェットエッチング時に耐性を有
するように、接続パッドＰのバリア金属層を支持板１０と異なる各種の金属から形成して
もよい。
【００４５】
　例えば、支持板１０を銅から形成する場合は、接続パッドＰのバリア金属層として、ニ
ッケル（Ｎｉ）以外に、金（Ａｕ）、パラジウム（Ｐｄ）、又は銀（Ａｇ）などを使用す
ることができる。
【００４６】
　図３には、図２（ｄ）の配線基板１を上下反転させた状態が示されている。図３に示す
ように、第１実施形態の配線基板１では、接続パッドＰの上面が第１層間絶縁層３０から
露出した状態で第１層間絶縁層３０に第１配線層として接続パッドＰが埋設されている。
【００４７】
　第１実施形態の例では、接続パッドＰは、銅層２０ｂとその上に形成されたニッケル層
２０ａ（バリア金属層）とにより形成される。ニッケル層２０ａの径は銅層２０ｂの径よ
り大きく設定され、ニッケル層２０ａが銅層２０ｂの外周から外側にはみ出した状態とな
っている。
【００４８】
　このように、接続パッドＰは下層部とそれより径が大きな上層部とを含み、接続パッド
Ｐの下層部の例が銅層２０ｂであり、上層部の例がニッケル層２０ａである。接続パッド
Ｐの下層部（銅層２０ｂ）の外周縁が、上層部（ニッケル層２０ａ）の外周縁よりも接続
パッドＰの中心に向けて後退している。
【００４９】
　接続パッドＰの平面形状の一例としては、円形で形成される。この場合、接続パッドＰ
の直径は２０～１５０μｍに設定される。この形態では、接続パッドＰの下層部（銅層２
０ｂ）の外周縁が、上層部（ニッケル層２０ａ）の外周縁よりも接続パッドＰの中心に向
けて後退する幅は、０．５～５μｍ程度となる。
【００５０】
　なお、接続パッドＰの平面形状は、矩形状や多角形状などの円形以外の形状でもよい。



(8) JP 5795225 B2 2015.10.14

10

20

30

40

50

【００５１】
　前述したように、本実施形態では、支持板１０の上に接続パッドＰを含む多層配線を形
成した後に、支持板１０を除去することにより、接続パッドＰを露出させる手法を採用し
ている。このため、配線基板１の接続パッドＰの上面と第１層間絶縁層３０の上面とは同
一の高さに配置されている
　接続パッドＰのバリア金属層としてニッケル層２０ａを例示するが、金（Ａｕ）、パラ
ジウム（Ｐｄ）、ニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、及び銀（Ａｇ）の群から選択される１
つの金属層、又は２つ以上の積層金属膜からバリア金属層を形成してもよい。
【００５２】
　好適には、図３の状態で、上から順に、金層／ニッケル層の積層膜、金層／パラジウム
層／ニッケル層の積層膜、金層／銀層／パラジウム層／ニッケル層の積層膜、銀層の単層
膜、銀層／ニッケル層の積層膜、銀層／パラジウム層／ニッケル層の積層膜などを使用す
ることができる。つまり、金層又は銀層が外部に露出する層として形成される。
【００５３】
　前述した図１（ｄ）の工程で、ニッケル層２０ａの代わりに所望のバリア金属層が得ら
れるようにめっき金属層を形成すればよい。
【００５４】
　図３の例では、接続パッドＰの下面と下層部（銅層２０ｂ）の側面全体が絶縁層３０に
接触して埋設され、上層部（ニッケル層２０ａ）の側面が露出しているが、接続パッドＰ
の側面の少なくとも一部が絶縁層３０に接触して埋設されていればよい。
【００５５】
　図３の部分平面図を同時に参照すると、接続パッドＰのニッケル層２０ａの外側周辺部
の第１層間絶縁層３０のリング状部分に凹状段差部Ｃが形成されている。凹状段差部Ｃは
、接続パッドＰの上層部（ニッケル層２０ａ）の外周縁に接して設けられている。また、
凹状段差部Ｃは、第１層間絶縁層３０の上面からニッケル層２０ａ（上層部）の下面に対
応する位置まで形成されている。
【００５６】
　このように、第１実施形態の配線基板１では、接続パッドＰの銅層２０ｂの下面及び側
面が第１層間絶縁層３０に埋設され、接続パッドＰのニッケル層２０ａの外側周辺部の第
１層間絶縁層３０に凹状段差部Ｃが形成されている。これにより、接続パッドＰのニッケ
ル層２０ａの上面及び側面が第１層間絶縁層３０から露出している。
【００５７】
　さらに、第１層間絶縁層３０にはその下面側から接続パッドＰに到達する第１ビアホー
ルＶＨ１が設けられている。そして、第１ビアホールＶＨ１（ビア導体）を介して接続パ
ッドＰに接続される第２配線層２２が第１層間絶縁層３０の下面に形成されている。
【００５８】
　また同様に、第２配線層２２に到達する第２ビアホールＶＨ２が設けられた第２層間絶
縁層３２が第１層間絶縁層３０の下面に形成されている。そして同様に、第２ビアホール
ＶＨ２（ビア導体）を介して第２配線層２２に接続される第３配線層２４が第２層間絶縁
層３２の下面に形成されている。さらに、第３配線層２４の接続部上に開口部３４ａが設
けられた保護絶縁層３４が第２層間絶縁層３２の下面に形成されている。
【００５９】
　図３の例では、接続パッドＰに接続される２層のビルドアップ配線層を第１層間絶縁層
３０の下側に形成しているが、ビルドアップ配線層の層数はｎ層（ｎは１以上の整数）で
任意に設定することができる。以下の第２、第３実施形態においても同様である。
【００６０】
　図３に示すように、第１実施形態の配線基板１のビアホールＶＨ１，ＶＨ２の断面形状
は、接続パッドＰ側を底面として外部接続端子形成面側に開口する円錐台状に形成され、
底面側の径が開口側の径より小さくなっている。
【００６１】



(9) JP 5795225 B2 2015.10.14

10

20

30

40

50

　本実施形態の配線基板１は、厚みの厚いコア基板をもたないコアレス基板として製造さ
れ、高性能な半導体チップの実装基板として使用することができる。
【００６２】
　図４及び図５には第１実施形態の配線基板１に半導体チップがフリップチップ接続され
る様子が示されている。
【００６３】
　図４に示すように、図３の配線基板１の接続パッドＰの上にフラックス（不図示）を塗
布した後に、はんだペーストなどのはんだ材２６を塗布する。そして、はんだバンプ４２
を備えた半導体チップ４０が用意され、半導体チップ４０のはんだバンプ４２が配線基板
１の接続パッドＰ上のはんだ材２６に配置される。
【００６４】
　さらに、図５に示すように、リフロー加熱を行うことにより、半導体チップ４０をはん
だ電極４４によって配線基板１の接続パッドＰにフリップチップ接続する。半導体チップ
４０の下側と配線基板１の上面との隙間にアンダーフィル樹脂を充填してもよい。
【００６５】
　そして、半導体チップ４０を実装する前又は後に、第３配線層２４の接続部にはんだボ
ールを搭載するなどして外部接続端子２８を設ける。
【００６６】
　第１実施形態の配線基板１では、接続パッドＰの外側周辺部の第１層間絶縁層３０に接
続パッドＰを取り囲むように凹状段差部Ｃが形成されている。このため、半導体チップ４
０をフリップチップ接続する際に、はんだが接続パッドＰの周りの凹状段差部Ｃでせき止
められ、隣接する接続パッドＰに余分なはんだが流れて電気ショートすることが防止され
る。
【００６７】
　また、接続パッドＰの周りの第１層間絶縁層３０に凹状段差部Ｃが形成された構造のフ
ィデューシャル（基準）マークを同時に作成することができる。フィデューシャル（基準
）マークは、接続パッドＰの形成時に接続パッドＰと同様な方法で形成されて同様な構造
となる。
【００６８】
　このとき、本実施形態と違って接続パッドＰの周りに凹状段差部Ｃが形成されていない
場合は、特に接続パッドＰと第１層間絶縁層３０との表面粗さが同等のときは、フィデュ
ーシャル（基準）マークを鮮明に画像認識することは困難になる。
【００６９】
　しかしながら、本実施形態では、接続パッドＰと第１層間絶縁層３０との表面粗さに関
係することなく、接続パッドＰの周りの凹状段差部Ｃによってフィデューシャル（基準）
マークを鮮明に画像認識することができる。これにより、１００μｍ以下の狭ピッチの接
続電極を備えた半導体チップ４０であっても、配線基板１に高精度に位置合わせして実装
することができる。
【００７０】
　あるいは、図６に示すように、図５とは逆に、図３の配線基板１を上下反転させ、第３
配線層２４の接続部にはんだ電極４４によって半導体チップ４０をフリップチップ接続し
てもよい。そして、接続パッドＰにはんだボールを搭載するなどして外部接続端子２８を
設ける。この形態の場合は、接続パッドＰの直径は１５０～１０００μｍに設定される。
【００７１】
　また、接続パッドＰの上層部と下層部との直径の差は１～１０μｍとなる。
【００７２】
　（第２の実施の形態）
　図７及び図８は第２実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図、図９及び図１０は第
２実施形態の配線基板を示す断面図である。第２実施形態では、第１実施形態と同一工程
及び同一要素についてはその詳しい説明を省略する。
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【００７３】
　前述した第１実施形態では、接続パッドＰが銅層２０ｂとその上に形成されたバリア金
属層（ニッケル層２０ａなど）とから形成される。第２実施形態では、接続パッドは、銅
層単層から形成されるか又は銅層の表面に酸化防止剤（ＯＳＰ）が形成される。
【００７４】
　第２実施形態の配線基板の製造方法では、図７（ａ）に示すように、第１実施形態の図
１～図３と同様に、銅からなる支持板１０の粗化面Ｓの上に開口部１２ａが設けられたド
ライフィルムレジスト１２をパターニングする。さらに、ドライフィルムレジスト１２の
開口部１２ａ内の支持板１０をエッチングして凹部１０ａを形成する。
【００７５】
　次いで、図７（ｂ）に示すように、支持板１０をめっき給電経路に利用する電解めっき
により、ドライフィルムレジスト１２の開口部１２ａ内の支持板１０の凹部１０ａにニッ
ケル層２０ａ（バリア金属層）を形成する。第２実施形態では、支持板１０の凹部１０ａ
の深さの途中までニッケル層２０ａを形成する。
【００７６】
　さらに、図７（ｃ）に示すように、同様な電解めっきにより、支持板１０の凹部１０ａ
の残りの空間からドライフィルムレジスト１２の開口部１２ａにニッケル層２０ａに接続
される銅層２０ｂを形成する。このようにして、支持板１０の凹部１０ａ及びドライフィ
ルムレジスト１２の開口部１２ａに接続パッド用の金属層を形成する。
【００７７】
　その後に、図７（ｄ）に示すように、ドライフィルムレジスト１２が除去される。
【００７８】
　第２実施形態では、銅層２０ｂが接続パッドＰとなり、銅層２０ｂの下のニッケル層２
０ａ（バリア金属層）は支持板１０をエッチングする際のエッチングストップ層として機
能し、最終的に除去される。
【００７９】
　さらに、図８（ａ）に示すように、第１実施形態と同様に、図７（ｄ）の構造体にスプ
レー装置（不図示）によって粗化処理液を吹きつけることにより、接続パッドＰの銅層２
０ｂ及び支持板１０（銅）をエッチングして粗化面Ｓを得る。
【００８０】
　このとき、第１実施形態の図２（ｂ）の工程と同様に、接続パッドＰの外側周辺部Ａの
支持板１０のリング状部分がエッチング面１０ｘより高さが高い凸状段差部１０ｙとなる
。
【００８１】
　第２実施形態では、支持板１０のエッチング面１０ｘが銅層２０ｂ（接続パッドＰ）の
下面と同一高さになるように支持板１０がエッチングされる。
【００８２】
　次いで、図８（ｂ）に示すように、第１実施形態の図２（ｃ）と同様に、接続パッドＰ
に接続される２層のビルドアップ配線層（第２、第３配線層２２，２４、第１、第２層間
絶縁層３０，３２、保護絶縁層３４）を形成する。
【００８３】
　その後に、図８（ｃ）に示すように、第１実施形態の図２（ｄ）と同様に、支持板１０
（銅）をアルカリ水溶液によってウェットエッチングして除去する。このとき、接続パッ
ドＰの下に形成されたニッケル層２０ａ（バリア金属層）及び第１層間絶縁層３０（樹脂
）が支持板１０をエッチングする際のエッチングストップ層として機能する。
【００８４】
　第１実施形態と同様に、銅とニッケルの組み合わせ以外にも、支持板１０のウェットエ
ッチング時に耐性を有するように、接続パッドＰのバリア金属層を支持板１０と異なる各
種の金属から形成してもよい。
【００８５】
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　さらに、図８（ｄ）に示すように、接続パッドＰの下面に露出したニッケル層２０ａを
接続パッドＰ（銅）に対して選択的にウェットエッチングして除去する。ニッケル層２０
ａのエッチャントとしては、硝酸過水液（硝酸と過酸化水素水の混合液（ＨＮＯ3／Ｈ2Ｏ

2））が使用される。これにより、露出した接続パッドＰの外側周辺部の第１層間絶縁層
３０に凹状段差部Ｃが得られる。
【００８６】
　以上により、第２実施形態の配線基板２が得られる。なお、多面取りの大型の支持板１
０を使用する場合は、個々の配線基板が得られるように図８（ｄ）の配線部材が切断され
る。
【００８７】
　図９には、図８（ｄ）の配線基板２を上下反転させた状態が示されている。図９に示す
ように、第２実施形態の配線基板２では、接続パッドＰはその全体が銅層２０ｂからなり
、下層部Ｐ１とそれより径が大きな上層部Ｐ２とから形成されている。接続パッドＰの下
層部Ｐ１の下面及び側面が第１層間絶縁層３０に埋設されている。
【００８８】
　そして、第１実施形態と同様に、接続パッドＰの上層部Ｐ２の外側周辺部の第１層間絶
縁層３０に凹状段差部Ｃが形成されている。凹状段差部Ｃは第１層間絶縁層３０の上面か
ら接続パッドＰの上層部Ｐ２の下面に対応する位置まで形成されている。
【００８９】
　これにより、接続パッドＰの上層部Ｐ２の上面及び側面が第１層間絶縁層３０から露出
している。凹状段差部Ｃは、接続パッドＰの上層部Ｐ２の外周縁に接して設けられている
。
【００９０】
　さらに、第１実施形態と同様に、第１層間絶縁層３０の下面側には接続パッドＰに接続
される２層のビルドアップ配線層（第２、第３配線層２２，２４、第１、第２層間絶縁層
３０，３２、保護絶縁層３４）が形成されている。
【００９１】
　そして、第１実施形態の図４及び図５の配線基板１と同様に、配線基板２の接続パッド
Ｐに半導体チップがフリップチップ接続される。あるいは、第１実施形態の図６と同様に
、第３配線層２４の接続部に半導体チップ４０をフリップチップ接続し、接続パッドＰに
外部接続端子２８を設けてもよい。
【００９２】
　図１０に示す配線基板２ａのように、図９の配線基板２の銅層２０ｂの上に表面処理層
として酸化防止剤２３（ＯＳＰ(Organic Solder Passivation)）を形成して接続パッドＰ
としてもよい。
【００９３】
　酸化防止剤は、イミダゾール化合物などからなり、接続パッドＰの接続面（銅）の酸化
を防止し、接続パッドＰに半導体チップのはんだバンプなどをリフロー加熱して搭載する
際に消失する。
【００９４】
　第２実施形態の配線基板２，２ａは第１実施形態の配線基板１と同様な効果を奏する。
【００９５】
　（第３の実施の形態）
　図１１及び図１２は第３実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図、図１３及び図１
４は第３実施形態の配線基板を示す断面図である。第３実施形態では、第１実施形態と同
一工程及び同一要素についてはその詳しい説明を省略する。
【００９６】
　第３実施形態の配線基板では、接続パッドが第１層間絶縁層の凹部の底部側に配置され
、凹部の上部外側周辺部の第１層間絶縁層に凹状段差部が設けられる。
【００９７】
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　第３実施形態の配線基板の製造方法では、図１１（ａ）に示すように、第１実施形態の
図１（ａ）及び（ｂ）と同様に、銅からなる支持板１０の粗化面Ｓに開口部１２ａが設け
られたドライフィルムレジスト１２をパターニングする。第３実施形態では、支持板１０
に凹部を形成する工程が省略される。
【００９８】
　次いで、図１１（ｂ）に示すように、支持板１０をめっき給電経路に利用する電解めっ
きにより、ドライフィルムレジスト１２の開口部１２ａ内の支持板１０の上に、第１銅層
２１ａ（犠牲金属層）、ニッケル層２１ｂ（バリア金属層）及び第２銅層２１ｃを順に形
成する。
【００９９】
　第３実施形態では、接続パッドＰはニッケル層２１ｂ（バリア金属層）及び第２銅層２
１ｃから形成される。最下の第１銅層２１ａは凹部を得るための犠牲金属層であり、最終
的に除去される。このようにして、ドライフィルムレジスト１２の開口部１２ａ内の支持
板１０の上に、犠牲金属層及び接続パッド用の金属層を順に形成して積層金属層を得る。
【０１００】
　その後に、図１１（ｃ）に示すように、ドライフィルムレジスト１２が除去される。
【０１０１】
　続いて、図１１（ｄ）に示すように、第１実施形態と同様に、図１１（ｃ）の構造体に
スプレー装置（不図示）によって粗化処理液を吹きつけることにより、接続パッドＰの表
面及び支持板１０（銅）をエッチングして粗化面Ｓを得る。
【０１０２】
　このとき、第１実施形態と同様に、接続パッドＰの外側周辺部Ａの支持板１０のリング
状部分が他のエッチング面１０ｘより高さが高い凸状段差部１０ｙとなる。
【０１０３】
　次いで、図１２（ａ）に示すように、第１実施形態の図２（ｃ）と同様に、接続パッド
Ｐに接続される２層のビルドアップ配線層（第２、第３配線層２２，２４、第１、第２層
間絶縁層３０，３２、保護絶縁層３４）を形成する。
【０１０４】
　続いて、図１２（ｂ）に示すように、第１実施形態の図２（ｄ）と同様に、支持板１０
（銅）をアルカリ水溶液によってウェットエッチングして除去する。このとき、接続パッ
ドＰの下に形成された第１銅層２１ａ（犠牲金属層）が連続してエッチングされて除去さ
れる。これにより、接続パッドＰの下方の第１層間絶縁層３０に凹部３０ａが設けられ、
その外側周辺部に凹状段差部Ｃが得られる。
【０１０５】
　第３実施形態においても、支持板１０及び犠牲金属層（第１銅層２１ａ）を銅から形成
し、接続パッドＰの最下層としてバリア金属層（ニッケル層２１ｂ）を形成することによ
り、支持板１０及び犠牲金属層（第１銅層２１ａ）を接続パッドＰに対して選択的に除去
している。
【０１０６】
　第１実施形態と同様に、銅とニッケルの組み合わせ以外にも、支持板１０及び犠牲金属
層のウェットエッチング時に耐性を有するように、接続パッドＰのバリア金属層を支持板
１０及び犠牲金属層と異なる各種の金属から形成してもよい。
【０１０７】
　以上により、第３実施形態の配線基板３が得られる。なお、多面取りの大型の支持板１
０を使用する場合は、個々の配線基板が得られるように図１２（ｂ）の配線部材が切断さ
れる。
【０１０８】
　図１３には、図１２（ｂ）の配線基板３を上下反転させた状態が示されている。第３実
施形態の配線基板３では、接続パッドＰは第２銅層２１ｃとその上に形成されたニッケル
層２１ｂ（バリア金属層）とから形成され、全体にわたって同一径で形成される。
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【０１０９】
　第１実施形態と同様に、接続パッドＰのバリア金属層としてニッケル層２１ｂを例示す
るが、金（Ａｕ）、パラジウム（Ｐｄ）、ニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、及び銀（Ａｇ
）の群から選択される１つの金属層、又は２つ以上の積層金属膜からバリア金属層を形成
してもよい。
【０１１０】
　第１実施形態と同様に、好適には、図１３の状態で、上から順に、金層／ニッケル層の
積層膜、金層／パラジウム層／ニッケル層の積層膜、金層／銀層／パラジウム層／ニッケ
ル層の積層膜、銀層の単層膜、銀層／ニッケル層の積層膜、銀層／パラジウム層／ニッケ
ル層の積層膜などを使用することができる。
【０１１１】
　前述した図１１（ｂ）の工程で、ニッケル層２１ｂの代わりに所望のバリア金属層が得
られるようにめっき金属層を形成ればよい。
【０１１２】
　第１層間絶縁層３０には上面側が開口された凹部３０ａが形成されており、接続パッド
Ｐがその凹部３０ａの底部側に埋設されている。これにより、接続パッドＰの上面が第１
層間絶縁層３０の上面よりも下に配置された状態で第１層間絶縁層３０から露出している
。
【０１１３】
　凹部３０ａの上部外側周辺部の第１層間絶縁層３０には、第１層間絶縁層３０の他の上
面より高さが低い凹状段差部Ｃがリング状に形成されている。
【０１１４】
　このようにして、第３実施形態においても、接続パッドＰの外側周辺部の第１層間絶縁
層３０に凹状段差部Ｃが形成されている。
【０１１５】
　さらに、第１実施形態と同様に、第１層間絶縁層３０の下面側には接続パッドＰに接続
される２層のビルドアップ配線層（第２、第３配線層２２，２４、第１、第２層間絶縁層
３０，３２、保護絶縁層３４）が形成されている。
【０１１６】
　図１４に示す配線基板３ａのように、図１３の配線基板３の接続パッドＰからニッケル
層２１ｂ（バリア金属層）を除去することにより、接続パッドＰを第２銅層２１ｃから形
成してもよい。この形態では、第２実施形態の図１０と同様に、露出した第２銅層２１ｃ
の上に酸化防止剤（ＯＳＰ）を形成してもよい。
【０１１７】
　第３実施形態の配線基板３，３ａにおいても、厚みの厚いコア基板をもたないコアレス
基板として製造され、高性能な半導体チップの実装基板として使用することができる。
【０１１８】
　そして、図１５に示すように、図１３の配線基板３の接続パッドＰの上にフラックス（
不図示）を塗布した後に、はんだペーストなどのはんだ材２６を塗布する。そして、半導
体チップ４０のはんだバンプ４２が配線基板３の接続パッドＰ上のはんだ材２６に配置さ
れる。
【０１１９】
　さらに、図１６に示すように、リフロー加熱を行うことにより、半導体チップ４０をは
んだ電極４４によって配線基板３の接続パッドＰにフリップチップ接続する。半導体チッ
プ４０の下側と配線基板３の上面との隙間にアンダーフィル樹脂を充填してもよい。
【０１２０】
　そして、半導体チップ４０を実装する前又は後に、第３配線層２４の接続部にはんだボ
ールを搭載するなどして外部接続端子２８を設ける。
【０１２１】
　第３実施形態の配線基板３では、接続パッドＰは第１層間絶縁層３０の凹部３０ａの底
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部Ｃが形成されている。
【０１２２】
　このため、半導体チップ４０をフリップチップ接続する際に、はんだが第１層間絶縁層
３０の凹部３０ａ及び凹状段差部Ｃでせき止められ、隣接する接続パッドＰに余分なはん
だが流れて電気ショートすることが防止される。
【０１２３】
　また、接続パッドＰの上及び周りの第１層間絶縁層３０に凹部３０ａ及び凹状段差部Ｃ
が形成されているので、フィデューシャル（基準）マークを鮮明に画像認識することがで
きる。これにより、半導体チップを配線基板に高精度に位置合わせして実装することでき
る。
【０１２４】
　あるいは、第１実施形態の図６と同様に、第３配線層２４の接続部に半導体チップ４０
をフリップチップ接続し、接続パッドＰに外部接続端子２８を設けてもよい。
【符号の説明】
【０１２５】
１，２，２ａ，３…配線基板、１０…支持板、１０ａ，３０ａ…凹部、１０ｘ…エッチン
グ面、１０ｙ…凸状段差部、１２…ドライフィルムレジスト、１２ａ…開口部、２０ａ，
２１ｂ…ニッケル層（バリア金属層）、２０ｂ…銅層、２１ａ…第１銅層（犠牲金属層）
、２１ｃ…第２銅層、２２…第２配線層、２３…酸化防止剤、２４…第３配線層、２６…
はんだ材、２８…外部接続端子、３０…第１層間絶縁層、３２…第２層間絶縁層、３４…
保護絶縁層、４０…半導体チップ、４２…はんだバンプ、４４…はんだ電極、Ａ…外側周
辺部、Ｃ…凹状段差部、Ｐ…接続パッド、Ｓ…粗化面、ＶＨ１…第１ビアホール、ＶＨ２
…第２ビアホール。

【図１】 【図２】
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